
NO.

千円 千円 千円

187,831 千円 千円 千円 千円

分類

割合（％）

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

100.0%
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%

令和２年度
予算額 187,831

【前回評価】現状のまま継続
【前回評価への回答】なし
【事業のＰＲ方法】企業訪問、市ホームページでのＰＲ
【費用対効果】企業立地を支援することにつながり、雇用の増加が期待される。
【補助事業以外の事業】なし
【その他】なし

※　令和２年度は、新規雇用者数に対する助成のため、収支に自己資金の掲載は無い。

成果指標の推移① 2 1 2
成果指標の推移② 7 40 57

特
記
す
べ
き
事
項
等

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0% 0.0%
交付件数 9 4 1

支出計/前年度支出計 18.0% 1.0%
自己資金/前年度自己資金 18.2% 0.0%

0.0% 0.0%

計 3,692,755,000 100.0% 664,238,000 100.0% 6,500,000
（翌年度繰越金） 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

6,500,000
人件費 0.0% 0.0%

支
出

事業費 3,692,755,000 100.0% 664,238,000 100.0%

その他事務費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

5.1% 6,500,000

計 3,692,755,000 100.0% 664,238,000 100.0% 6,500,000
（前年度繰越金） 0.0% 0.0%

13.2% 148,421,000 22.3%

自己資金 2,981,012,000 80.7% 481,960,000 72.6%
事業収入 0.0%

0.0% 0.0%
市補助金 224,683,000 6.1% 33,857,000

上記項目の
積算方法

予算の範囲内

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成30年度 令和元年度 令和２年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 3,468,072,000 93.9% 630,381,000 94.9% 0

0.0%
寄付金・その他助成 487,060,000

補助対象経費 用地取得費、施設設備費、賃借費、通信費、新規雇用に対する対象額

補助対象事
業・活動の内

容

本市に工業生産施設等を新規立地、または増設・移転した際の用地取得費、施設設備費、賃
借費、通信費について選択制により補助する。併せて、新規雇用者数に応じた額を補助す
る。

□運営補助のみ　　□事業補助のみ　　□運営補助と事業補助の両方　　■その他

補助金額又は
補助率

用地取得費3/10～5/10、施設設備費5/100～1/10、賃借費3/10～5/10、通信費3/10～5/10、
新規雇用×30万円※非正規20万円、障害者10万円加算(竹CNF事業は新規雇用×50万円、非正
規は×30万円に拡充)

成果指標② 　新規雇用者数 100人/年 令和８年度

補助対象者 本市に工業生産施設等を新規立地、または増設・移転するもの

令和３年度
予算額

166,260 千円

国県支出金 一般財源 その他 その他の内容

166,260

事業費名称 企業立地事業費　企業誘致事業費

根拠法令 薩摩川内市企業立地支援補助金交付要綱、薩摩川内市地域成長戦略促進補助金交付要綱（令和２年度で廃止）

補助経過年数 ６年以上１０年以下

令和３年度 企業立地支援補助金 評価表 48

所管部課名 産業戦略課 担当者 米山

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 立地（協定）件数 5件/年 令和８年度
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資料１



要件 項　　目 評価 評価した内容についての説明

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体等
の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市民の
福祉の向上及び利益の増進に寄与している。

A

企業立地を支援することにより、雇用の増加とともに、
市の経済活動の活性化につながり、不特定多数の市民の
福祉の向上及び利益の増進に寄与していると言える。

必
要
性

　特定の目標・成果の達成に向けた、団体等への
支援や社会的弱者の救済、地域的ハンディ等への
支援が必要である。

A

該当する。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに合
致しており、かつ、その目標・成果の達成に向け
て、適切な効果を生じている。（その目標・成果
を測るための適当な効果指標の設定がなされてい
る。）

A

企業立地を支援することにより、雇用の増加とともに、
市の経済活動の活性化に寄与し適切な効果につながって
いる。

①　補助の対象となる事業について、行政が直接
実施するよりも、行政以外の者が行う方が適当で
あると明確に認められる。

A

企業立地（新設、増設）による雇用機会の拡充に対する
支援であり、補助により行うのが適当である。

②　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補助
金等の交付以外に適当な政策手段がないか、又は
当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段である
と明確に認められる。

A

本市に新規立地した企業、増設・移転した企業に対し
て、初期投資を軽減することができる最も妥当な政策手
段である。

③　補助率又は補助額が、明確な根拠によって積
算されたものであり、かつ、社会経済情勢に照ら
し、著しく妥当性を欠く水準とはなっていない。
（交付要綱の補助基準）

A

適正な運用がなされている。

≪今後の改革の方向性≫ ≪視点別評価≫

■現状のまま継続 　公益性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

□見直しの上で継続 　必要性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

 ⇒今後の方向性　 □充実　 　有効性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □移管・統廃合 　適格性・妥当性　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □縮小 ≪今後の改革の方向性≫

□休止・廃止 □現状のまま継続

≪上記方向の理由≫ □見直しの上で継続

 ⇒今後の方向性　 □充実　 

　　　　　　　　  □移管・統廃合

　　　　　　　　  □縮小 

□休止・廃止

≪改革・改善の内容とそれを実施していくための
手段・計画≫

≪まとめ≫

適
格
性
及
び
妥
当
性

〈補助金の視点別評価〉　　　　　　　　　　　　【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

〈所管課による補助金等の見直し結果〉 ＜行政改革推進委員会による見直しに対する意見＞

内
部
評
価
結
果

外
部
評
価
結
果

今後も、企業誘致を継続していくため、必要不可
欠な補助金と思料する。
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